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第 483 回 企業会計基準委員会議事概要 

 

I. 日 時  2022 年 7月 19 日（火） 13 時～15 時 30 分 

II. 場 所  ウェブ会議 

III. 議 題 

（審議事項） 

(1) 2022 年 7 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

(2) リースに関する会計基準の開発 

(3) 「税金費用の計上区分」及び「グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等（子会社株

式又は関連会社株式）の売却に係る税効果」に関する公開草案に寄せられたコメントへの対応 

(4) 「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」に関

する公開草案に寄せられたコメントへの対応、並びに「資金決済法上の暗号資産又は金融商品

取引法上の電子記録移転権利に該当する ICO トークンの発行及び保有に係る会計処理に関す

る論点の整理」に関するコメントの概要 

(5) 専門委員の選退任 

 

本企業会計基準委員会は、新型コロナウイルス感染症への対応として、「企業会計基準及び修正国際

基準の開発に係る適正手続に関する規則」第 13 条に基づき、ウェブ会議で実施した。 

 

IV. 議事概要 

（審議事項） 

(1) 2022 年 7 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告 

川西委員長より、2022 年 7 月開催会計基準アドバイザリー・フォーラム（ASAF）の報告につ

いて説明がなされ、審議が行われた。 

(2) リースに関する会計基準の開発 

紙谷副委員長及び牧野アシスタント・ディレクターより、セール・アンド・リースバック取

引、現行のリース適用指針における経過措置の取扱い、日本公認会計士協会 会計制度委員会

報告第 5号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」の取扱い、日本

公認会計士協会 業種別監査委員会報告第 19 号「リース業における金融商品会計基準適用に関

する当面の会計上及び監査上の取扱い」の改正案、企業会計基準第 29 号「収益認識に関する

会計基準」の改正案、「固定資産の減損に係る会計基準」の一部改正案及び企業会計基準適用

指針第 6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の改正案について説明がなされ、審

議が行われた。 

(3) 「税金費用の計上区分」及び「グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等（子会社株

式又は関連会社株式）の売却に係る税効果」に関する公開草案に寄せられたコメントへの対応 

中條常勤委員、花澤専門研究員及び加藤専門研究員より、企業会計基準公開草案第 71 号（企

業会計基準第 27 号の改正案）「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」等に寄せ

られたコメントへの対応について説明がなされ、第 80 回税効果会計専門委員会（2022 年 6 月

27 日開催）における検討状況も踏まえ、審議が行われた。 

(4) 「電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い」に関
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する公開草案に寄せられたコメントへの対応、並びに「資金決済法上の暗号資産又は金融商品

取引法上の電子記録移転権利に該当する ICO トークンの発行及び保有に係る会計処理に関する

論点の整理」に関するコメントの概要 

中條常勤委員及び木村専門研究員より、実務対応報告公開草案第 63 号「電子記録移転有価証

券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い（案）」に寄せられたコメント

への対応、並びに「資金決済法上の暗号資産又は金融商品取引法上の電子記録移転権利に該当

する ICO トークンの発行及び保有に係る会計処理に関する論点の整理」に寄せられたコメント

の概要について説明がなされ、第 146 回実務対応専門委員会（2022 年 6 月 28 日開催）におけ

る検討状況も踏まえ、審議が行われた。 

(5) 専門委員の選退任 

紙谷副委員長より、保険契約専門委員会の専門委員の選退任について説明がなされ、審議が

行われた。審議の結果、原案の通り承認され、委嘱等の手続を行うこととされた。 

 

 

以 上 


